
目標

・計画期間における男性の育児休業取得率50%以上
・管理職に占める女性労働者の割合50%以上
・全職員平均の残業時間を10時間/月 以内

取組内容

・育児・介護と仕事の両立を支援する制度の整備および
利用促進

・多様で柔軟な働き方の推進
・時間外労働の削減および休暇取得の促進
・女性職員のキャリア形成支援および活躍機会の拡大
・職員が安心して働き続けられる職場環境の整備

一般事業主行動計画

計画期間

令和8年4月1日～令和13年3月31日

医療法人誠和会では「次世代育成支援対策推進法」およ
び「女性活躍推進法」に基づき、以下の通り一般事業主
行動計画を策定します。
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